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別紙

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正

する省令案」について

目的

平成16年通常国会において、廃棄物の海洋投棄の規制を強化するロンドン条

約96年議定書の締結に向けて、廃棄物海洋投入処分の許可制度の導入を主な内

容とする「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律

案」が可決成立するとともに、同法を施行するための「海洋汚染等及び海上災害

の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成17年政令第20９号）」

が公布されているところである。

また、平成18年通常国会において、危険物質及び有害物質による汚染事故へ

の準備、対応等について定めたOPRC-HNS議定書の実施等のための「海洋汚染

等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」が可決成立したと

ころである。

これら改正法等は、平成19年４月１日に施行することから、海洋汚染等及び

海上災害の防止に関する法律施行規則（昭和46年運輸省令第38号）等の関係省

令について次のとおり改正する予定である。

概要

１ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正

(1) ロンドン条約96年議定書に係る改正

イ 廃棄物排出の確認の申請等

① 船舶からの廃棄物の海洋投入処分について、環境大臣による許可制度及

び当該許可対象廃棄物の全てを対象とする海上保安庁長官による確認制度

が創設されることから、当該確認に関し必要な事項を定めるとともに、一

定の条件のもと一定期間内の確認に関し一括申請を認めるなど、確認の申

請等に関する規定の見直しを行う。（第12条の３の４から第12条の３の

７まで関係）

② 海洋施設からの廃棄物の海洋投入処分について、環境大臣による許可制

度及び海上保安庁長官による確認制度が創設されることから、①と同様に

確認の申請等に関する規定を整備する。（新設）

ロ 廃棄物の臨時の排出の届出等の廃止

① 船舶からの廃棄物の海洋投入処分に係る環境大臣による許可制度等の創

設に伴い、船舶からの廃棄物の臨時排出に係る届出制度が廃止されること

から、当該届出に関する規定を削除する。（第12条の15関係）

② 船舶及び海洋施設における油等（船舶発生油等を除く。）の焼却の禁止
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に伴い、当該油等の焼却に係る確認制度が廃止されることから、当該確認

の申請等に関する規定を削除する。また、当該油等の焼却に使用する要焼

却確認廃棄物焼却設備の検査等に関する規定を削除する。（第12条の18

から第12条の35まで関係）

③ 船舶及び航空機の海洋への廃棄の禁止及び海洋施設の海洋への廃棄につ

いての許可制度の創設に伴い、船舶等の廃棄に係る確認制度が廃止される

ことから、当該船舶等の廃棄の確認の申請等に関する規定を削除する。

（第37条の16及び第37条の17関係）

ハ 報告徴収の廃止

① 船舶及び海洋施設における油等（船舶発生油等を除く。）の焼却の禁止

に伴い、定期的な油等の焼却に関する報告徴収に関する規定を削除する。

（第38条第１項の表第５号関係）

② 船舶及び航空機の海洋への廃棄の禁止及び海洋施設の海洋への廃棄につ

いての許可制度の創設に伴い、船舶等の廃棄に関する報告徴収に関する規

定を削除する。（第38条第１項の表第６号関係）

ニ 権限の委任

① 船舶からの廃棄物排出の確認及び海洋施設からの廃棄物排出の確認に係

る海上保安庁長官の権限については、当該確認を迅速に処理するため、管

区海上保安本部長並びに海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地及

び海上保安署（名護及び中城海上保安署に限る。）の長に委任する。（第

41条第６項の表第３号及び第５号並びに同条第８項関係）

② 船舶及び海洋施設における油等（船舶発生油等を除く。）の焼却の禁

止、船舶等の廃棄に係る確認制度の廃止並びに当該焼却及び確認に関する

報告徴収の廃止に伴い、当該権限に係る委任規定を削除する。（第41条

第６項の表第６号、第８号及び第９号関係）

(2) OPRC-HNS議定書に係る改正

イ 海洋施設等からの有害液体物質の排出時等における通報

① 有害液体物質の定義において、油以外の液体物質のうち、海洋環境の保

全の見地から有害である物質であって、海洋施設等において管理されるも

のを追加することに伴い、排出があった場合等に通報を必要とする有害液

体物質の区分に海洋施設等において管理されるものを追加する。（第30

条の２の２関係）

② 海洋施設等から有害液体物質の排出があった場合等に通報が義務付けら

れることとなることに伴い、海洋施設等からの大量の油の排出時等におけ

る通報事項に有害液体物質の排出時等における通報事項を追加する。（第

30条の４及び第30条の４の２関係）

ロ 排出された特定油以外の油又は有害液体物質の防除措置

① 特定油以外の油又は有害液体物質の排出があった場合における船舶所有
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者等に防除措置の実施が義務付けられることとなることに伴い、排出特定

油の防除措置に排出された特定油以外の油又は有害液体物質の防除措置を

追加する。（第31条及び第32条関係）

② 排出された特定油以外の油又は有害液体物質の防除措置の実施について

は、特定油の場合と異なり、当該物質に係る知見等を必要とすることか

ら、船舶所有者等が当該措置の実施を他の者に委託する場合には、当該措

置を迅速かつ適確に講じ得る能力を有する者に委託しなければならないこ

ととする。（新設）

ハ 有害液体汚染防止緊急措置手引書

有害液体物質保管施設及び係留施設の設置者等に対する有害液体汚染防止

緊急措置手引書の作成及び備え置き又は掲示が義務付けられることとなるこ

とに伴い、油濁防止緊急措置手引書と同様に、その技術上の基準等に係る規

定を整備する。（第34条の２及び第34条の３関係）

ニ 危険物の排出が生ずるおそれがある場合における通報

危険物の排出が生ずるおそれがある場合に通報が義務付けられることとな

ることに伴い、船舶等からの油等の排出のおそれがある場合の通報事項と同

様の規定を整備する。（新設）

ホ 措置命令

油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合、危険物の排出があった場

合、海上火災が発生した場合及び危険物の排出が生ずるおそれがある場合の

海上保安庁長官の措置命令の新設に伴い、当該命令を発するときに明示すべ

き事項について、廃棄物等の排出があった場合の防除措置命令の場合と同様

の規定を整備する。（新設）

ヘ 権限の委任

① ハの有害液体汚染防止緊急措置手引書に係る国土交通大臣の権限につい

ては、海上保安庁長官より国土交通大臣に移管された油濁防止緊急措置手

引書に係る権限とあわせて、地方整備局長及び北海道開発局長並びに地方

整備局の事務所の長及び開発建設部の長に委任する。（第41条第３項関

係）

② ホの措置命令に係る海上保安庁長官の権限については、特定油が排出さ

れた場合と同様に、管区海上保安本部長並びに海上保安監部、海上保安

部、海上保安航空基地及び海上保安署（名護及び中城海上保安署に限

る。）の長にも委任する。（第41条第７項関係）

（３）その他

イ 油濁防止管理者及び有害液体汚染防止管理者の選任要件の見直し

平成19年度を予定として、日本国籍の外航船の船長及び機関長を含めた

全ての船舶職員について、船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和26年法律

第149号）第23条に規定される船舶職員になることについての承認を受け
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た者を可とする運用がなされることから、油濁防止管理者及び有害液体汚染

防止管理者の要件について、海技免許を受けている者以外に当該承認を受け

た者（通信長及び通信士の職務を行う者を除く。）についても認めることと

する。（第10条及び第12条の２の６関係）

ロ 海洋施設の有害液体物質記録簿

平成18年通常国会において可決成立した「海洋汚染等及び海上災害の防

止に関する法律の一部を改正する法律案」により、有害液体物質を取り扱う

国土交通省令で定める海洋施設の管理者に対し、当該施設内に有害液体物質

記録簿を備え付けること等が義務付けられたことから、国土交通省令で定め

る海洋施設については有害液体物質の輸送の用に供される係留施設とし、当

該施設内に備え置く有害液体物質記録簿の様式（別添資料参照）を新たに策

定する等有害液体物質記録簿に関し必要な事項を定める。（第12条の17の

２関係）

ハ 立入検査証の様式の見直し

平成17年度総務省行政評価・監視「検査・調査等業務従事者の身分確認

に関する調査結果に基づく通知について（平成18年４月25日）」におい

て、国等が法人等を対象に立入検査等を実施する場合の職員の身分証につい

て、本人確認事項、調査権限事項、適正管理事項を表記するよう見直すこと

などが指摘されていることから、登録確認機関等に対して立入検査をする職

員が携帯する身分証については、当該職員の写真を貼付することとし、ま

た、生年月日についても記載することとする。（第１号の４の５様式、第７

号様式及び第７号の２様式関係）

２ 独立行政法人海上災害防止センターに関する省令の一部改正

排出された特定油以外の油及び有害液体物質について、海上保安庁長官は独立

行政法人海上災害防止センターに対し、防除のための措置を指示することができ

ることになることに伴い、特定油が排出された場合と同様に、当該指示によりセ

ンターが講じた措置に要した費用のうち、船舶所有者等に負担させることができ

る範囲についても、同様に特定油以外の油及び有害液体物質まで拡大するよう所

要の改正を行う。（第19条関係）

３ 施行期日等

公 布：平成18年12月下旬

施 行：平成19年４月１日


